
目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
所
の
所
在
地
変
更
の
届

出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
介
護
予
防
事
業
所
の
所
在
地

変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
介
護
予
防
事
業
所
の
所
在
地
変
更
の
届
出
qqq（

同

）
…
二

○
特
定
行
為
業
務
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
二

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
公
共
測
量
の
終
了
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
三

○
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
三

公

告

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
五

公
安
委
員
会

○
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
交
通
指
導
課
）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
介
護
予
防
事
業
所
の

所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第4521号平成30年10月29日 月曜日

青
森
県
報

区

分

事

業

者

事

業

所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

津
軽
三
育
介

護
サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社

南
津
軽
郡
田
舎

館
村
大
字
川
部

字
上
西
田
一
三

〇
の
一
二

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

ぶ
ど
う
の
実

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
大
字
川
部
字
中

西
田
一
〇
八
の
一

三

コ
ー
ポ
葛
西

Ｎ
ｏ
．
１

平
成
三〇･
四･
一

変
更
後

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
大
字
川
部
字
上

西
田
一
三
〇
の
一

四

第
四
千
五
百
二
十
一
号

平
成
三
十
年

十
月
二
十
九
日

（
月
曜
日
）



示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
二
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
介
護
予
防
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の

届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
三
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
行
為
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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区

分

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

津
軽
三
育

介
護
サ
ー

ビ
ス
株
式

会
社

南
津
軽
郡
田

舎
館
村
大
字

川
部
字
上
西

田
一
三
〇
の

一
二

介
護
予
防

訪
問
看
護

訪
問
看
護

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ぶ

ど
う
の
実

南
津
軽
郡
田

舎
館
村
大
字

川
部
字
中
西

田
一
〇
八
の

一
三
コ
ー
ポ

葛
西
Ｎ
ｏ
．

１

平
成
三〇･
四･
一

変
更
後

南
津
軽
郡
田

舎
館
村
大
字

川
部
字
上
西

田
一
三
〇
の

一
四

区

分

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

津
軽
三
育

介
護
サ
ー

ビ
ス
株
式

会
社

南
津
軽
郡
田

舎
館
村
大
字

川
部
字
上
西

田
一
三
〇
の

一
二

介
護
予
防

訪
問
看
護

訪
問
看
護

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ぶ

ど
う
の
実

南
津
軽
郡
田

舎
館
村
大
字

川
部
字
中
西

田
一
〇
八
の

一
三
コ
ー
ポ

葛
西
Ｎ
ｏ
．

１

平
成
三〇･
四･
一

変
更
後

南
津
軽
郡
田

舎
館
村
大
字

川
部
字
上
西

田
一
三
〇
の

一
四

登

録

番

号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日
備

考

名

称
所
在
地

〇二二〇〇〇

〇三一

平
成
三〇･一〇･一五
株
式
会
社

す
み
れ
ー

な

上
北
郡
東

北
町
上
北

北
一
丁
目

三
四
の
一

〇
三

株
式
会
社

す
み
れ
ー

な
住
宅
型

有
料
老
人

ホ
ー
ム
す

み
れ
ー
な

舟
見
町

八
戸
市
江

陽
五
丁
目

七
の
二
四
平
成
三〇･一〇･一五
住
宅
型
有

料
老
人

ホ
ー
ム

〇二二〇〇〇

〇三二

〃

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
東

北
町
上
北

北
一
丁
目

三
四
の
一

〇
三

医
療
法
人

す
み
れ
会

す
み
れ
介

護
相
談
セ

ン
タ
ー
サ

テ
ラ
イ
ト

舟
見
町

八
戸
市
江

陽
五
丁
目

七
の
二
四
〃

訪
問
介

護
、
介
護

予
防
・
日

常
生
活
支

援
総
合
事

業



青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
六
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

青
森
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
空
中
写
真
測
量
）

三

測
量
の
期
間

平
成
三
十
年
五
月
十
一
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
八
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

青
森
市
地
内

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号
（
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

「

を
」

青
い
森
信
用
金
庫
十
和
田
営
業
部

十
和
田
市
西
三
番
町

「

に
改
め
、

」

青
い
森
信
用
金
庫
十
和
田
営
業
部

十
和
田
市
西
二
番
町
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指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

医
療
法
人
光

和
会

む
つ
市
新
町
一
〇

の
四
六

居
宅
介
護
に
こ
に
こ
訪

問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
む
つ
市
金
曲
三
丁

目
五
の
二
九

平
成
三〇･一一･
一

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
阿
闍
羅
会
南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
三
ツ
目
内
字

水
沢
出
口
一
一
七

の
一

共
同
生
活

援
助

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
つ
つ

じ

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
大
鰐
字
湯
野

川
原
九
〇
の
一
二
平
成
三〇･一〇･三一



「

を
削
る
。

」

青
い
森
信
用
金
庫
北
園
支
店

十
和
田
市
西
一
番
町

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
猪
股

二

代
表
者
の
氏
名

猪
股
光
男

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
浪
岡
大
字
浪
岡
字
平
野
一
二
三
の
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
七
）
第
一
〇
〇
三
〇
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
三
十
年
十
月
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
及
び
舗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
三
十
年
九
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
コ
ア
シ
ス

二

代
表
者
の
氏
名

榊
美
樹

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
勝
田
一
丁
目
一
九
の
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
七
）
第
一
〇
〇
二
七
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
三
十
年
十
月
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

大
工
工
事
業
、
左
官
工
事
業
、
石
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工

事
業
、
板
金
工
事
業
、
ガ
ラ
ス
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
、
防
水
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
、
熱

絶
縁
工
事
業
及
び
建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
三
十
年
九
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

太
田
工
務
店

二

氏
名

太
田
鐵
美

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
浪
岡
大
字
浪
岡
字
五
所
六
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
九
）
第
一
四
八
一
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
三
十
年
七
月
二
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。
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出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
杭

止
堰
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
九
日

中
南
地
域
県
民
局
長

中

平

雅

夫

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
下

砂
土
路
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
九
日

上
北
地
域
県
民
局
長

櫻

庭

憲

司
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

西
澤

孝
政

弘
前
市
大
字
如
来
瀬
字
種
本
三
七
の
一

平
成
三〇･一〇･
一就
任

〃

對
馬

孝
夫

〃

大
字
鳥
井
野
字
長
田
二
一
〇

〃

〃

澁
谷

榮
悦

〃

大
字
兼
平
字
猿
沢
二
三
の
八

〃

〃

三
上

金
蔵

〃

大
字
愛
宕
字
山
下
一
四
七

〃

〃

鼻
和

健
安

〃

大
字
鼻
和
字
西
田
二
三
五
の
三

〃

〃

神

美
津
男

〃

大
字
富
栄
字
浅
井
名
五
四

〃

〃

鳴
海

清
彦

〃

大
字
蒔
苗
字
福
岡
一
一

〃

〃

石
郷
岡

浩
昭

〃

大
字
前
坂
字
船
山
八
四
の
一

〃

監

事

對
馬

敏
彦

〃

大
字
鳥
井
野
字
長
田
一
四
〇

〃

〃

本
田

寿
光

〃

大
字
鼻
和
字
岩
井
五
二
の
一

〃

〃

髙
屋

和
己

〃

大
字
富
栄
字
笹
崎
一
七
四

〃

理

事

対
馬

允

〃

大
字
鳥
井
野
字
長
田
八
四
の
一

三〇･
九･三〇退
任

〃

西
澤

孝
政

〃

大
字
如
来
瀬
字
種
本
三
七
の
一

〃

〃

澁
谷

榮
悦

〃

大
字
兼
平
字
猿
沢
二
三
の
八

〃

〃

三
上

金
蔵

〃

大
字
愛
宕
字
山
下
一
四
七

〃

〃

前
田

哲
男

〃

大
字
鼻
和
字
西
田
二
八
〇
の
四

〃

〃

神

金
造

〃

大
字
富
栄
字
鳥
羽
四
二

〃

〃

鳴
海

清
彦

〃

大
字
蒔
苗
字
福
岡
一
一

〃

〃

石
郷
岡

浩
昭

〃

大
字
前
坂
字
船
山
八
四
の
一

〃

監

事

對
馬

敏
彦

〃

大
字
鳥
井
野
字
長
田
一
四
〇

〃

〃

本
田

寿
光

〃

大
字
鼻
和
字
岩
井
五
二
の
一

〃

〃

髙
屋

和
己

〃

大
字
富
栄
字
笹
崎
一
七
四

〃

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

千
葉

政
志

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
井
尻
一
四
の
一

平
成
三〇･
九･
五就
任

〃

榊

良
彦

〃

〃

〃

字
南
家
裏
三
六

〃

〃

新
山

尚
弘

〃

〃

〃

字
井
尻
九
八

〃

〃

小
笠
原

晶
一

〃

〃

〃

字
向
山
二
八
の
二

〃

〃

小
笠
原

秀
男

〃

〃

〃

字
家
ノ
裏
二
二
の

二

〃

〃

沼
山

一

〃

〃

〃

字
舘
野
八
の
一

〃

〃

新
山

忠
幸

〃

〃

〃

字
明
堂
向
七
七

〃

〃

小
笠
原

強

〃

〃

〃

字
舘
野
八
八
の
一

〃

監

事

竹
内

正
義

〃

〃

〃

字
東
道
ノ
上
三
一

の
一

〃



公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
十
八
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定

す
る
講
習
を
次
の
と
お
り
行
う
の
で
、
確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

高

畑

子

一

講
習
等
の
期
日

１

講
習

平
成
三
十
年
十
二
月
三
日
及
び
同
月
四
日
午
前
八
時
五
十
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

（
受
付
時
間

両
日
と
も
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時
四
十
五
分
ま
で
）

２

修
了
考
査

平
成
三
十
年
十
二
月
十
日
午
前
九
時
か
ら
午
前
十
時
ま
で

（
受
付
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時
四
十
五
分
ま
で
）

二

講
習
等
の
場
所

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
一
九
八
の
四

青
森
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
二
階
第
二
、
第
三
学
科
試
験
場

三

受
講
定
員

十
名
程
度

四

受
講
申
込
方
法
等

１

申
込
期
間

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で

（
受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
）

２

申
込
場
所
（
問
い
合
わ
せ
先
）

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
指
導
取
締
係

電
話
〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

内
線
五
一
三
一

３

申
込
方
法

受
講
申
込
者
本
人
が
、
次
の
書
類
等
を
四
の
２
の
申
込
場
所
に
直
接
持
参
し
て
申
し
込
む
こ

と
。な

お
、
申
込
書
は
、
交
通
指
導
課
で
受
領
す
る
か
、
又
は
青
森
県
警
察
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
使
用
す
る
こ
と
。

㈠

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書

㈡

講
習
手
数
料
二
万
円
（
青
森
県
収
入
証
紙
で
納
付
す
る
こ
と
。
）

４

そ
の
他

申
込
時
、
講
習
受
講
日
及
び
修
了
考
査
の
日
に
は
、
運
転
免
許
証
等
顔
写
真
付
き
の
身
分
証

明
書
類
を
提
示
す
る
こ
と
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

〃

市
川

英
一
郎

〃

〃

〃

字
舘
野
三
〇

〃

理

事

千
葉

政
志

〃

〃

〃

字
井
尻
一
四
の
一

三〇･
九･
四退
任

〃

榊

良
彦

〃

〃

〃

字
南
家
裏
三
六

〃

〃

小
笠
原

正
治

〃

〃

〃

字
舘
野
三
八
の
一

〃

〃

新
山

尚
弘

〃

〃

〃

字
井
尻
九
八

〃

〃

小
笠
原

晶
一

〃

〃

〃

字
向
山
二
八
の
二

〃

〃

小
笠
原

秀
男

〃

〃

〃

字
家
ノ
裏
二
二
の

二

〃

〃

沼
山

一

〃

〃

〃

字
舘
野
八
の
一

〃

〃

新
山

忠
幸

〃

〃

〃

字
明
堂
向
七
七

〃

監

事

竹
内

正
義

〃

〃

〃

字
東
道
ノ
上
三
一

の
一

〃

〃

市
川

英
一
郎

〃

〃

〃

字
舘
野
三
〇

〃

〃

沼
尾

富
夫

〃

〃

〃

字
立
野
四
二
の
四

〃


